
米穀の売買・管理業務の実施体制の変更の経緯

○ 平成22年９月までは、国が自ら米穀の売買業務を行い、保管、運送、メッシュチェック、とう精等の業務が発生する都度、国が業者を選定・契約し、
当該業務を委託。

○ 平成22年10月以降は、国の現業的業務を廃止して、業務を大幅スリム化、効率化して、民間に委託。
具体的には、買い入れた米（国内産米及びＭＡ米）を一定規模の委託単位にまとめた上で、その単位ごとに、販売までの間に必要な保管、運送等

の一連の業務（販売等業務）を、包括的に民間事業体（受託事業体）に委託する方式に変更。

○ なお、買入れは、備蓄運営や国家貿易の実施の観点から高度な政策的判断が必要となるため、上記の包括委託には含めず、買入れの時期、数
量等を国が決定し、業務を実施（MA米の輸入は商社等に委託）。

買 入 れ

保管 運送 とう精 メッシュチェック

保管等の個々の業務ごと、かつ、荷役が発生するごとに委託

販

売

買受業者
＜平成２２年９月まで＞

保管 運送 とう精 メッシュチェック

米穀の保管から販売までの

一連の業務を包括的に委託

販

売

買受業者
＜平成２２年１０月以降＞

○毎年度、公募により複数の受託事業体を選定
○選定に当たっては、価格競争を実施
○買い入れられた米穀の販売までの期間
を考慮し、複数年契約を締結

【受託事業体の主な資格】
・米穀の販売能力
・一定の財政基盤
・コンプライアンス体制の整備

国内産米
・販売時期
・販売数量

ＭＡ米
（加工用・飼料用）

・年間販売数量
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政府が販売方針を指示

国産米：政府が集荷業者等から直接買入れ
ＭＡ米：政府が輸入業者に委託し買入れ（輸入）
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保管業務

・委託とう精業者の選定・契約締結

・実施状況確認

・とう精経費の支払い

とう精業務（玄米）

安全性確認業務
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・年間販売計画の作成（ＭＡ米のみ）
・販売先と売買契約締結
・引渡申請書を局長へ提出

販売業務

Ｍ
Ａ
米

政 府

共通業務

・業務方法書の整備 ・情報管理 ・緊急連絡体制の整備 ・震災等対応マニュアルの整備 ・業務実施状況の把握

運送業務

国内産米

MA米

・販売先へ引渡通知書の交付
・販売先から代金の回収
・政府への販売代金納付

輸
出
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社
等
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※必要に応じて行う
・運送業者の選定・契約締結
・運送の指示
・運送経費の支払い

・品質管理簿の作成
及び保存

・保管管理状況報告

・異常発見時の対応

・流通不適米穀の
区分管理

・流通不適米穀の
廃棄処理

品質管理業務

・とう精・無洗米加工・袋詰め業者
の選定・契約締結

・実施状況確認

・加工経費の支払い

備蓄用精米加工業務

受託事業体が行う政府所有米穀の販売等業務の概要

・保管業者と契約締結

・保管マニュアルの整備

・政府所有米穀の入庫

・政府所有米穀の引渡し
（保管業者への出庫指示）

・保管経費の支払い

・年度末在庫の確認

・品質確認
・メッシュチェック
・カビ毒分析機関の選定・契約締結
・カビ毒検査・確認
・メッシュチェック・カビ毒検査の実施
状況の整備

・確認経費・分析経費の支払い
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不作時等



契約年度 契約期間 受託事業体名

平成22年度
平成22年度～
平成25年度

住友商事（株）

日通グループ

三菱商事（株）

平成23年度
平成23年度～
平成28年度

住友商事（株）

日通グループ

三菱商事（株）

平成24年度
平成24年度～
平成29年度

住友商事（株）

丸紅（株）

三菱商事（株）

平成25年度
平成25年度～
平成30年度

伊藤忠食糧（株）

日通グループ

三菱商事（株）

平成26年度
平成26年度～
令和元年度

住友商事（株）

日通グループ

三菱商事（株）

平成27年度
平成27年度～
令和２年度

伊藤忠食糧（株）

住友商事（株）

丸紅（株）

平成28年度
平成28年度～
令和３年度

伊藤忠食糧（株）

住友商事（株）

丸紅（株）

平成29年度
平成29年度～
令和４年度

伊藤忠食糧（株）

日通グループ

丸紅（株）

政府所有米穀の販売等業務委託契約の状況【平成22年度～令和８年度】

契約年度 契約期間 受託事業体名

令和元年度
令和元年度～
令和６年度

伊藤忠食糧（株）

住友商事（株）

丸紅（株）

令和２年度
令和２年度～
令和７年度

伊藤忠食糧（株）

（株）神明

丸紅（株）

令和３年度
令和３年度～
令和８年度

伊藤忠食糧（株）

日通グループ

丸紅（株）

令和４年度
令和４年度～
令和７年度

伊藤忠食糧（株）

ＮＸグループ

（株）神明

令和５年度
令和５年度～
令和８年度

ＮＸグループ

（株）神明

丸紅（株）

令和６年度
令和６年度～
令和９年度

ＮＸグループ

伊藤忠食糧（株）

丸紅食料（株）

令和７年度
令和７年度～
令和10年度

ＮＸグループ

（株）神明

伊藤忠食糧（株）

※日通グループは令和４年１月にＮＸグループへ名称変更

平成30年度
平成30年度～
令和５年度

住友商事（株）

日通グループ

丸紅（株）

令和８年度
令和８年度～
令和11年度

ＮＸグループ

丸紅食料（株）

（株）神明



農林水産省
政府備蓄米及びMA米の買入れ

委託契約

民間事業体（「受託事業体」）
政府備蓄米及びMA米の販売、管理等

保管業者

再委託契約

保管業務

ＮＸグループ、伊藤忠食糧（株）
丸紅食料（株）、（株）神明

運送保管 とう精 品質確認

再委託契約 再委託契約 再委託契約

運送業者 とう精業者 品質確認業者
運送業務 とう精業務 品質確認業務

政府米の保管、販売等業務について
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